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Ⅰはじめに 

 

 第 99 回中央環境審議会総合政策部会（令和元年７月８日）（以下「総合政策部会」とい

う。）において、第五次環境基本計画（平成 30 年４月 17 日）（以下単に「環境基本計画」とい

う。）の点検の進め方が審議された。そこでは、環境基本計画のメインメッセージである「環

境・経済・社会の統合的向上の具体化」を図るため、環境基本計画に位置付けられた施策の進

捗を確認するとともに、第六次環境基本計画の策定に向けた課題の抽出及びその対策の検討を

有益かつ効率的に行うことを点検の目的とし、中央環境審議会の各部会が対象とする範囲の施

策について点検を行い、その結果を総合政策部会に報告することとされた。 

 

 上記を踏まえ、中央環境審議会大気・騒音振動部会（以下「当部会」という。）においては、

以下の範囲の施策に係る点検を行った。 

 

 ・第２部第２章（重点戦略）「４．健康で心豊かな暮らしの実現」中の「（３）安全・安心な

暮らしの基盤となる良好な生活環境の保全」 

 ・第２部第３章（重点戦略を支える環境政策）「４．環境リスクの管理」中の「（１）水・大

気・土壌の環境保全（大気関係）」 

 ・第２部第３章（重点戦略を支える環境政策）「６．東日本大震災からの復興・創生及び今後

の大規模災害発災時の対応」中の「（２）自然災害への対応」 

 

 具体的には第 15 回（令和３年９月 10 日）、第 16 回（令和４年１月 12 日）の２回に亘って

当部会で審議を行い、その際には、関係省庁や有識者などからの意見も聴取した。 

 

 その上で、本報告書は令和３年度環境白書及び令和２年度の環境省政策評価書等も活用し、

取りまとめたものである。 
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Ⅱ 第五次環境基本計画（大気・騒音振動部会）の点検の進め方について 

 

１.大気・騒音振動部会における進捗点検方針 

 第 99 回総合政策部会において示された環境基本計画の点検にかかる全体方針に基づき、第

15 回大気・騒音振動部会（令和３年９月 10 日）において本部会において以下のとおり進捗点

検方針を定めた。 

 

（１）点検の観点 

 ①施策の実施状況 

  ・可能な限り定量評価を交え（特に「重点戦略を支える環境政策」）、施策の実施状況を点

検する。 

 ②重点戦略を俯瞰した環境・経済・社会面への多面的効果及びイノベーション（特に「重点

戦略」） 

  ・上記施策による環境・経済・社会へのマルチベネフィットを点検する。 

  ・上記施策による経済社会システム、ライフスタイル、技術といったあらゆる観点からの

イノベーションの可能性を点検する。 

 

（２）点検の進め方 

  ①関係者ヒアリング（第１回・第２回） 

   ・特に「重点戦略」について、水・大気環境局の担当課室のみならず、関係省庁や有識

者等からのヒアリングを実施する。 

  ②施策シートの提出、報告書のとりまとめ（第３回） 

   ・「重点戦略」又は「重点戦略を支える環境施策」ごとに施策シートを作成する。 

   ・関係者ヒアリング及び施策シートを踏まえて、大気・騒音振動部会の報告書を取りま

とめる。 

  ③総合政策部会への報告 

   ・2022 年に開催される総合政策部会において、報告書による報告を行う。 

 

２. 各ステークホルダーからのヒアリングの実施 

１．で定めた方針に基づき、第 15 回大気・騒音振動部会（令和３年９月 10 日）、第 16 回大

気・騒音振動部会（令和４年１月 12 日）において、行政、公団といった各界各層からヒア

リングを実施した。 

（※ヒアリング資料は別添参考資料１～７を参照。） 
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（第 15 回大気・騒音振動部会（令和３年９月 10 日）） 

 ○環境省 水・大気環境局大気環境課 

  「良好な大気環境の保全の確保に係る施策の状況―大気汚染防止に係る施策―」 

  （一般大気の環境基準達成状況、アスベスト対策、光化学オキシダントの検討状況、有

害大気汚染物質対策、国際協力等） 

  

 ○環境省 水・大気環境局総務課環境管理技術室 

  「良好な大気環境の保全の確保に係る施策の状況―今後の自動車排ガス低減対策のあり

方について（第 14 次答申）―」 

 （自動車から排出される PM 低減対策、特殊自動車の排出ガス低減対策、乗用車等の排

出ガス試験方法の国際調和） 

 

○環境省 水・大気環境局自動車環境対策課 

「良好な大気環境の保全の確保に係る施策の状況―自動車 NOx・PM 法、オフロード

法、電動車導入等に係る施策―」 

（自動車単体対策の状況、NOx・PM 法対策地域の大気環境の状況、運輸部門における

CO2 排出量、電動車の普及促進に向けた環境省の取組、ゼロカーボン・ドライブ） 

 

○環境省 水・大気環境局大気環境課大気生活環境室 

 「快適な感覚環境の創出・ヒートアイランド対策に係る施策の状況」 

（光害対策について、星空観察、みどり香るまちづくり、五感を意識した感覚環境創出

事業、ヒートアイランド・暑熱対策） 

 

（第 16 回大気・騒音振動部会（令和４年１月 12 日）） 

○早稲田大学 大聖泰弘先生 

 「今後の大気環境行政のあり方に関する意見～移動発生源対策の視点から～」 

（これまでの自動車排出ガス対策について、2030 年を目指した排出ガス対策強化の収

束、データベースの構築とモデリングの活用、行政組織と研究者間のネットワークの

構築） 

 

○星空公団 

「デジタルカメラを用いた星空観察の推進」 

（光害、夜空の明るさの星空への影響、日本における星空観察、地域資源としての活

用、星空観察における SDGs） 
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○国土交通省 

「国土交通省におけるヒートアイランド対策」 

（人工排熱の低減、緑化や水の活用による地表面被覆の改善、都市形態の改善、観測・

監視体制の強化及び調査研究の推進） 

 

３. 施策シートの作成・審議 

 １．で定めた方針に基づき、第 17 回大気・騒音振動部会（令和４年６月 22 日）におい

て、重点戦略及び重点戦略を支える環境政策についての施策シートを作成・審議した。作成

された進捗管理シートについては「Ⅲ 各重点戦略の取組状況」及び「Ⅳ 重点戦略を支え

る環境施策」に記載。 

 

４．令和３年環境白書及び令和２年度の環境省政策評価書の活用 

 可能な限り実効的かつ効率的に点検作業を進めるため、施策の進捗や指標等について

は、別途環境省において作成している「令和３年度環境白書」及び「平成２年度環境省政策

評価書」（事後評価）を活用している。 
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Ⅲ 各重点戦略の取組状況 

 

 各部会での審議、及び施策シートや環境白書、行政評価等を踏まえ、本省では、各重点

戦略の取組状況を示す。 

 

重点戦略４．健康で心豊かな暮らしの実現（（３）安全・安心な暮らしの基盤となる良好

な生活環境の保全） 

 

（１）重点戦略点検の観点 

・全体として、６つの重点戦略全体を俯瞰しながら、施策による環境・経済・社会へのマ

ルチベネフィット（環境・経済・社会面での効果）を点検する。 

・地域循環共生圏の創造にどの程度貢献出来ているかを点検する。 

・関係府省等他の施策との有機的な連携について点検する。 

・上記施策による経済システム、ライフスタイル、技術といったあらゆる観点からのイノ

ベーションの可能性を点検する。 

・特に重点戦略の進捗は指標だけで測れない面もあることから、指標のみで進捗を判断す

るのはなく、全体として重点戦略が進捗したかどうかを定性的及び定量的の両面から評

価することとする。 

・各ステークホルダーからのヒアリング（生の声）を踏まえて点検する。 

 

（２）点検項目 

重点戦略名 ４．健康で心豊かな暮らしの実現 

項目名 （３）安全・安心な暮らしの基盤となる良好な生活環境の保全 

（良好な大気環境の確保） 

大気環境の保全の推進に当たっては、従来の大気汚染防止施策に加え、科学的知見 

を踏まえ、必要に応じ追加的な対策を検討し、国内外の総合的な対策に取り組むこと 

により、良好な大気環境の確保を図る。 

関係部局 ・環境省水・大気環境局 

（総務課、総務課環境管理技術室、大気環境課、大気環境課大気生活

環境室、自動車環境対策課） 

（取組の進捗状況）  

【固定発生源対策について】 

・建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するために大気汚染防止法を改正

（2021 年４月１日施行）した。 

・PM2.5 の「注意喚起のための暫定的な指針」を平成 25 年に策定した。暫定指針値（日

平均値 70 μg/m3）を超えると予想される場合には、都道府県等による注意喚起を行っ
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た。 

・中央環境審議会の答申において示されている「優先取組物質」のうち、塩化メチルとア

セトアルデヒドの指針値を設定（2020 年 8 月）し、トリクロロエチレンの環境基準を

改定（2018 年 11 月）した。 

【移動発生源対策について】 

・自動車から排出される PM（粒子状物質）低減対策等について盛り込まれた「今後の自

動車排出ガス低減対策のあり方について（第十四次答申）」が取りまとめられ（2020 年

8 月 中央環境審議会）、大気汚染防止に基づく許容限度告示を改正した。 

・自動車 NOｘ・PM 法の総量削減基本方針の目標の達成状況および今後の対策の在り方

等についても盛り込まれた「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について（答申）」

が取りまとめられた（2022 年４月 中央環境審議会）。 

・2035 年の新車販売における電動車 100％目標の達成に向け、EV 等の加速度的な普及

を図り、脱炭素及び「動く蓄電池」として地域のエネルギーレジリエンス向上につなげ

る「ゼロカーボン・ドライブ」と銘打ち、再エネ電力調達による移動の脱炭素化を推進

した。 

・船舶の排ガス中の硫黄酸化物（SOx）規制のため、一般海域における燃料油中硫黄分濃

度の制限を強化（3.5%→0.5%）した（2020 年 1 月）。 

【固定発生源及び移動発生源の総合対策及び国際協力】 

・気候変動対策・大気汚染改善のための、「気候変動対策・大気環境改善のための光化学

オキシダント総合対策について（光化学オキシダント対策ワーキングプラン（水・大気

環境局））」を取りまとめた（2022 年 1 月）。 

・日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）では、2021 年 12 月の TEMM22 で「日中韓三

カ国共同行動計画 2021 年-2025 年」及び「共同コミュニケ」を採択した。 

・東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）において、酸性雨以外の大気環

境対策も含め活動できるよう、スコープの拡大、プロジェクト活動及びその資金メカニ

ズムの導入等が定められた新たな中期計画（2021 年-2025 年）を策定した。 

・環境と人に優しい交通を実現するため、アジア 25 ヵ国及び国際機関のハイレベルによ

る政策対話会合としてアジア EST（環境的に持続可能な交通）地域フォーラムを開催

した。 

 

環境面での効果

及び評価指標 

【環境面での効果】 

・大気汚染の防止／化学物質対策 

・気候変動対策 

【評価指標】 

・環境基準達成状況（※15 ページ参照） 

経済面・社会面で 【経済面・社会面での効果】 
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の効果及び評価

指標（可能であれ

ば） 

・景観の維持 

・健康の保護 

【評価指標】 

・なし 

イノベーション

の可能性 

・シミュレーション技術を活用した大気環境モニタリングの高度化 

他の重点戦略と

の連携の状況 

重点戦略６．国際貢献による我が国のリーダーシップ発揮と戦略的パ

ートナーシップの構築 

（技術やモニタリング等の知見の提供） 

課題及び今後の 

取組方針 

【固定発生源対策について】 

・石綿飛散防止に係る大気汚染防止法改正の円滑な施行に向けマニ

ュアルを作成し、改正内容等に係る周知・普及啓発及び事前調査結

果の電子報告システムの周知・利便性向上、事前調査等を行う一定

の知見を有する者の育成等に取り組む。 

・有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質及び優先取組物質

の見直し及び有害大気汚染物質に係る排出抑制対策を推進する。 

・大気環境モニタリングを継続的に実施する。 

【移動発生源対策について】 

・自動車における、微小粒子状物質等に関する対策、ブレーキ粉塵お

よびタイヤ粉塵に関する対策等に係る検討を行う。 

・「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十四次答

申）」を受けてガソリンを燃料とするもの（ガソリン特殊自動車）

について、排出ガス基準の強化を行う。 

・「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について（答申）」を踏ま

えて、一部合理化を検討しつつ自動車 NOｘ・PM 法に基づく対策

を維持・継続する。 

・太陽光発電等の再生可能エネルギー電力と電動車の同時導入によ

って移動の脱炭素化を実現する「ゼロカーボン・ドライブ」を更に

推進する。 

・船舶、航空機の排出ガス規制に関しては国際的な枠組みの中で進め

られていくことを踏まえ、各国の動向の把握に努めつつ、我が国に

おける今後の規制のあり方を継続して検討する。 

 

【固定発生源及び移動発生源の総合対策及び国際協力】 

・より快適な大気環境の創出を視野に広報的なアプローチなど幅広

く検討を行う。 
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・光化学オキシダントについては、「光化学オキシダント対策ワーキ

ングプラン（水・大気環境局）」を踏まえた、①環境基準の設定・再

評価に向けた検討、②気候変動に着目した科学的検討、③光化学オ

キシダント濃度低減に向けた新たな対策の検討を実施する。 

・大気汚染対策及び温暖化対策に資する SLCP（短寿命気候汚染物質）

に関する知見の収集及び削減の検討を進める。 

・EANET、TEMM 及びアジア EST 地域フォーラム等を通じた大気

汚染問題に関する国際連携を推進する。 

重点戦略名 ４．健康で心豊かな暮らしの実現 

項目名 （３）安全・安心な暮らしの基盤となる良好な生活環境の保全 

（快適な感覚環境の創出） 

樹木・草花を用いたみどり香るまちづくりなどを通じた良好なかおり環境の創出、光

害対策と星空観察の推進など、快適な感覚環境の創出を進める。 

関係部局 環境省水・大気環境局（大気生活環境室） 

（取組の進捗状況）  

【生活環境におけるにおいや光などの感覚環境への意識向上】 

・平成 18 年度から令和２年度まで「みどり香るまちづくり企画コンテスト」を実施し、

優れた企画を表彰して、その企画に必要な樹木等を提供することにより、良好な香り環

境の創出の実現を支援した。 

・屋外照明の適正化等により良好な光環境の形成を図るとともに地球温暖化防止に資す

ることを目的として策定した「光害対策ガイドライン」について、近年の LED 照明の

急速な普及による光環境の動向や LED 照明の特性等の内容を盛り込んだ改定を令和

３年３月に行った。 

・ 光害や大気汚染等に気づき、環境保全の重要性について関心を深めていただくことに

加え、良好な大気環境や美しい星空を地域資源（観光や教育）として活用していただ

くことを目指し、平成 30 年から夏と冬の２回、星空観察（肉眼による観察とデジタル

カメラによる夜空の明るさ調査）を呼びかけ、結果を取りまとめて公表している。 

環境面での効果

及び評価指標 

【環境面での効果】 

・快適な感覚環境の創出 

・大気環境保全の啓発 

【評価指標】 

・みどり香るまちづくり企画コンテストの受賞企画総数 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

90 97 104 
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・夏冬の星空観察調査の継続地点登録数 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

282 346 357 
 

経済面・社会面で

の効果及び評価

指標（可能であれ

ば） 

【経済面・社会面での効果】 

・感覚環境を通じた健康増進や癒し効果を認識し、実践することによ

る QOL の向上。 

・感覚環境の活用・保全に向けた活動を通じてコミュニティ内での人

と人との繋がりの機会が増え、コミュニケーションの中で良好な生

活環境を実現。 

・各地方公共団体や関係団体が、地域資源を活用することにより、地

域経済の活性化と健康で自然とつながる「ライフスタイル」を実現。 

【評価指標】 

・なし 

イノベーション

の可能性 

・良好な大気環境を保全し、美しい星空を地域の観光資源として活用

することによる地域経済の活性化。 

・光害を軽減する高効率照明の普及などによる省エネ効果（CO2 削

減）による地球温暖化緩和策の推進 

他の重点戦略と

の連携の状況 

重点戦略３．地域資源を活用した持続可能な地域づくり 

（地域循環共生圏の創造） 

課題及び今後の 

取組方針 

・感覚環境は騒音や振動、悪臭といった苦情に結び付くことが多く、

良好な感覚環境に目が向きにくい。また、健康面でのエビデンスも

十分ではないので、地域における先駆的な取組を支援し、データ収

集に努め、地域活動に根付く快適な感覚環境の創出を推進する。 

重点戦略名 ４．健康で心豊かな暮らしの実現 

項目名 （３）安全・安心な暮らしの基盤となる良好な生活環境の保全 

（ヒートアイランド対策） 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としつつ、近年の暑熱環

境の状況や今後の見通しを踏まえ、人工排熱の低減、地表面被覆の改善、都市形態の改

善、ライフスタイルの改善、人の健康への影響等を軽減する適応策の推進を柱とするヒ

ートアイランド対策を推進する。 

関係部局 ・環境省水・大気環境局（大気生活環境室） 

・環境省大臣官房環境保健部（環境安全課） 

・国土交通省、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委

員会 等 

（取組の進捗状況）  
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・人間活動から排出される人工排熱の低減のため、住宅・建築物の省エネルギー化を推進

するほか、自動車からの排熱減少に資する次世代自動車の普及促進、下水熱の有効利用

の推進等に取り組んでいる。 

・緑地・水面の減少、建築物や舗装などによって地表面が覆われることによる蒸発散作用

の減少や地表面の高温化を防ぐため、地表面被覆の改善を図るとともに、都市において

緑地の保全を図りつつ、緑地や水面からの風の通り道を確保する等の観点から、緑の拠

点の形成、事業間連携などにより、広域的視点に基づく水と緑のネットワークの形成を

推進している。 

・ヒートアイランド対策大綱に基づき、全国各都市における過去の気温等の長期的な変

化傾向などヒートアイランド現象の観測・監視及び要因分析に関する情報を、気象庁ホ

ームページ（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/index_himr.html）にて毎年公表して

いる。 

・人が感じる暑さについての科学的な情報や効果的な暑さ対策の実施方法等を紹介する

「まちなかの暑さ対策ガイドライン（平成 28 年度公表、平成 29 年度改訂）」の周知を

通じ、地方公共団体等によるまちなかの暑さ対策の取組を支援している。 

・近年の地球温暖化やヒートアイランド現象等に伴う熱中症発生増加に対応するため、

熱中症予防情報サイト（環境省 HP）上で全国 840 地点の暑さ指数（WBGT：湿球黒球

温度）の実況値や予測値等を公開している。 

・熱中症の危険性が特に高まる暑熱環境が予測される場合に、暑さへの「気づき」を呼び

かけ、国民の熱中症予防行動の定着を図るため、WBGT 予測値に基づき発表する熱中

症警戒アラートを気象庁と合同で実施。令和２年夏に関東甲信地方で先行試行し、令和

３年４月より全国での運用を開始した。 

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会において、全競技会場（43 会場）の周辺

と一部の会場内における暑さ指数（WBGT）について、組織委員会へ情報提供を行い、

スタッフ等への熱中症予防行動の啓発などに活用された。 

・令和３年３月 25 日、政府において、熱中症関係省庁連絡会議を廃止し、新たに環境大

臣を議長、関係府省庁の担当部局長を構成員とした「熱中症対策推進会議」を開催し、

「熱中症対策行動計画」を策定した。令和４年４月 13 日、同計画について改定を行っ

た。 

環境面での効果及び

評価指標 

【環境面での効果】 

・気候変動対策（適応策） 

・暑熱環境対策の認知度向上 

・熱中症救急搬送者数・死亡者数の減少 

【評価指標】 

熱中症予防情報サイトの閲覧数         （単位：万回） 

令和元年 令和２年 令和３年 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/index_himr.html
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（３）全体評価と課題 

（環境・経済・社会上のマルチベネフィット／地域循環共生圏への貢献／イノベーション

の可能性等） 

・良好な大気環境の確保においては、「光化学オキシダント対策ワーキングプラン（水・

大気環境局）」の策定や電動車の普及促進等、気候変動対策と大気汚染対策の双方に資

する取組が実施されている。快適な感覚環境の創出においても、良好な大気環境の確保

と相まって、美しい星空を地域の観光資源として活用することによる地域経済の活性化

が期待できる。さらに、ヒートアイランド対策においても、医療の負荷低減になどに効

果があるとされ、幅広いマルチベネフィット効果があると評価される。 

・いずれの取り組みも、社会、ライフスタイル、技術など、幅広い分野においてイノベー

ションの可能性を有していると評価できる。 

 

（戦略の進捗状況及び課題） 

・良好な大気環境の確保においては、電動車等の普及促進、快適な感覚環境の創出におい

ては光害を軽減する高効率照明の普及等、ヒートアイランド対策においては、住宅・建

3087 4759 4364 

 

 

経済面・社会面での

効 果 及 び 評 価 指 標

（可能であれば） 

【経済面・社会面での効果】 

・快適なまちづくり 

・地域における暑熱対策の促進 

・高齢者等への熱中症対策の促進 

・医療への負荷軽減 

【評価指標】 

なし 

イノベーションの可

能性 

・より詳細な熱中症予防情報の提供体制の確立（技術） 

・暑熱環境対策技術の向上（技術） 

他の重点戦略との連

携の状況 

なし 

課題及び今後の 

取組方針 

・環境省と気象庁が令和 3 年に全国で運用を開始した、熱中症警

戒アラートについて効果の検証を行うとともに、発表の基とな

る暑さ指数の測定精度の向上、熱中症予防情報の効果的な発信

の検討を行う。加えて、暑熱環境対策のため、まちなかの暑さ対

策ガイドラインのアップデートを検討する。 
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築物の省エネルギー化など、気候変動対策（緩和／適応）と密接な関わりを持つ取り組

みが推進されてきており、今後もこうした取り組みが継続されることが必要である。 

・また、大気環境のさらなる改善に向けては国内の対策だけではなく大気汚染物質の越境

に関して国際協力が不可欠であり、関係各国と十分な連携を図る必要がある。 

・光化学オキシダントについては、「光化学オキシダント対策ワーキングプラン（水・大

気環境局）」に基づいて科学的知見を集積させることが急務である。 

・地域に根ざした快適な感覚環境の創出の推進のため、地域における先駆的な取組を支援

し、データ収集に努めることが必要である。 

・良好な大気環境の確保に向けての固定発生源対策や移動発生源対策については地方公共

団体や各事業者による取組が、ヒートアイランド対策や快適な感覚環境の創出において

は、地域全体での取組が不可欠であり、地方公共団体や産業界における技術開発やアイ

デアを適切に収集し、活用できるようにする仕組みが必要である。 

・全体として、目標となる指標が設定されておらず、定量的な評価は困難であるが、様々

な取組が行われており、計画に記載された取組が積極的に行われていると評価出来る。 

 

（部会での個別意見） 

・迅速なアスベストモニタリングが重要となる 

・ディーゼル特殊自動車の PN 規制をすべき 

・他省庁との連携をしっかりすべき 

 

（４）今後の取組方針 

 上述の評価を踏まえて、今後、以下のような取組が必要である。 

 

１．気候変動対策と連携した取組の推進 

・光化学オキシダントの主成分であるオゾンは、気候変動という観点でも影響が懸念され

ている大気汚染物質であり、国内における光化学オキシダントの削減が急務である。

「光化学オキシダント対策ワーキングプラン（水・大気環境局）」に則った①環境基準

の設定・再評価に向けた検討、②気候変動に着目した科学的検討、③光化学オキシダン

ト濃度低減に向けた新たな対策の検討に取り組む。 

・気候変動対策のみならず大気環境の改善にも資することから、太陽光発電等の再生可能

エネルギー電力と電動車の同時導入によって移動の脱炭素化を実現する「ゼロカーボ

ン・ドライブ」が各地域で展開されるよう、地方公共団体等と連携した取組を推進す

る。 

・人工排熱の低減や、熱中症警戒アラートの継続等、ヒートアイランドに関する対策を総

合的に推進する。 

 

２．大気汚染対策の更なる推進とデジタル社会に対応した規制手続の合理化の検討 



 

15 

 

・有害大気汚染物質対策において、優先取組物質の環境目標値設定や排出抑制対策を推進

する。 

・「今後の自動車排出ガス低減対策の在り方について（第 14 次答申）」における検討課題

やブレーキ粉塵等で国際基準の策定に向けた取り組みが進んでいること等を踏まえ、必

要な対策について検討する。 

・デジタル化社会の流れに則り、大気・騒音振動行政においても、デジタル技術を活用し

規制手続の合理化を推進する。 

 

 

３．地域連携・国際連携の強化 

・生活環境におけるにおいや光などから構成される感覚環境創出のため、地方公共団体を

含めた地域の活動主体が取り組む、地域の音、かおり、星空等を活かした先駆的な取組

を支援し、データ収集に努め地域活動に根付く快適な感覚環境を創出する。 

・国際的な取組として、日中韓三カ国の政策対話（TEMM）、東アジア酸性雨モニタリン

グネットワーク（EANET）、アジア EST（環境的に持続可能な交通）地域フォーラム等

の近隣諸国との国際的な枠組みも活用し、各国と連携しながら、政策・技術に関する情

報共有や共同研究を進める。 
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Ⅳ 重点戦略を支える環境施策（４．環境リスクの管理（１）水・大気・土壌の
環境保全） 

 

（１）重点戦略を支える環境政策の点検の観点 

・計画上の指標を用いて、定量的に点検を行う。 

・環境上の効果を中心に点検を行う。 

・環境白書や政策評価などの既存の資料を最大限活用する。 

 

（２）点検項目 

支える/体系分類名 ４．環境リスクの管理 

支える/体系項目名 （１）水・大気・土壌の環境保全（大気関係） 

③ＰＭ2.5・光化学オキシダント対策の推進 

大気汚染防止法に基づく固定発生源対策及び移動発生源対策等を引き続き適切に実施

するとともに、光化学オキシダント及びＰＭ2.5 の原因物質となりうる前駆物質につい

て、排出実態の把握や科学的知見の充実、排出抑制技術の開発・普及の状況等を踏まえ

て、経済的及び技術的考慮を払いつつ、総合的な削減対策を推進する。 

関係部局 ・環境省水・大気環境局（総務課、大気環境課） 

（取組の進捗状況）  

・気候変動対策・大気汚染改善のための、「光化学オキシダント対策ワーキングプラン（水・

大気環境局）」の取りまとめ（2022 年 1 月）（再掲） 

・令和２年度政策評価書（目標３－１ 大気環境の保全（酸性雨・黄砂対策を含む。））の

データを更新のうえ該当箇所掲載 
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【進捗度合い】 

相当程度進捗あり 

【判断根拠】 

○全国の大気環境基準の達成状況については、一般局及び自排局において、二酸化窒素や

浮遊粒子状物質、トリクロロエチレンなどで 100%達成している。また、PM2.5、二酸

化硫黄等においても 98%以上の達成率となっている。しかし、光化学オキシダントの

環境基準達成率が依然として極めて低い。 

 

【施策の分析】 

○令和２年度における PM2.5 の環境基準達成率は、一般局で 98.3%、自排局で 98.3%（令

和元年度 一般局：98.7%、自排局：98.3%）であり、一般局、自排局ともに改善してい

る。また、全測定局の年平均値は、平成 25 年度以降緩やかな改善傾向が続いている。 

○令和２年度における光化学オキシダントの環境基準達成率は、一般局 0.2%、自排局 0%

であり、達成状況は依然として極めて水準となっている。一方、VOC 対策等原因物質

の削減に取り組んでおり、その成果もあって光化学オキシダント濃度の長期的な改善
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支える/体系分類名 ４．環境リスクの管理  

支える/体系項目名 （１）水・大気・土壌の環境保全（大気関係） 

⑥快適な感覚環境の創出に向けた取組 

騒音・振動・悪臭・暑熱・光害といった人の感覚に悪影響を及ぼす環境問題から

生活環境を保全するため、「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）等に基づく規制

や優良事例を整理した各種マニュアル、暑さ対策のガイドライン等の作成・周知に

よる各地方公共団体の取組の推進、人への影響に関する調査研究、熱中症予防情報

など情報提供による普及啓発を実施する。 

 

関係部局 ・環境省水・大気環境局（総務課環境管理技術室、大気生活環境室、

自動車環境対策課） 

・大臣官房環境保健部（環境安全課） 

・国土交通省、気象庁 

（取組の進捗状況）  

傾向を評価するための指標を用いると、高濃度域の光化学オキシダントは改善又は横

ばいとなっている。 

・併せて、「令和３年度環境白書第２部第４章第７節 大気環境の保全」を参照 

施策の評価指標 （全国の一般環境大気測定局における PM2.5 の環境基準の達

成状況）（再掲） 

（全国の一般環境大気測定局における光化学オキシダントの環

境基準の達成状況）（再掲） 

他施策との連携状況 ・良好な大気環境の確保と一体的に推進 

 

課題及び今後の 

取組方針 

○PM2.5 については、中央環境審議会大気・騒音振動部会微小

粒子状物質等専門委員会の中間取りまとめ（平成 27 年 3 月）

を踏まえ、PM2.5 の原因物質である各種の大気汚染物質につ

いて、排出抑制対策の強化を検討・実施するとともに、総合的

な対策に取り組む上で基礎となる現象解明、情報整備等に引

き続き取り組む。 

○光化学オキシダントについては、「光化学オキシダント対策ワ

ーキングプラン（水・大気環境局）」を踏まえた、①環境基準

の設定・再評価に向けた検討、②気候変動に着目した科学的

検討、③光化学オキシダント濃度低減に向けた新たな対策の

検討を実施する。（再掲） 
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【騒音・振動関係】 

・近年、一般家庭においても導入が進んでいる省エネ型温水器等について、騒音レベルは

高くないものの、静穏な生活環境の創出が進む中で新たに出現した音として騒音苦情

が発生していることから、地方公共団体担当者による現場対応の手引きとなるガイド

ブックを令和２年３月に公表した。 

・近年、再生可能エネルギーとして導入加速化が進む風力発電施設について、静穏な地域

に設置されることが多く聞こえやすいことがあり、わずらわしさや睡眠影響等のリス

クを増加させる可能性があることが示唆されていることから、「風力発電施設から発生

する騒音に関する指針」及び「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」を平

成 29 年 5 月に公表し、設置計画段階等における環境影響評価等にも活用している。 

・四輪車の加速走行騒音規制の強化等について盛り込まれた「今後の自動車単体騒音低減

対策のあり方について（第四次報告）」が取りまとめられた（2022 年 6 月 中央環境審

議会）。 

【悪臭関係】 

・悪臭苦情の多い畜産農業、堆肥化施設について、悪臭を排出しないための努力や苦情を

軽減させるための工夫等に係る対策事例を収集・整理した「悪臭対応参考事例集～畜産

農業編～」、「悪臭対応参考事例集～堆肥化施設・バイオマス活用施設編～」を平成 30

年 10 月に公表した。 

・都市・生活型の悪臭苦情の中でも件数が多い飲食店におけるにおい対策について取りま

とめた「飲食業の方のための『臭気対策マニュアル』～地域で愛されるための悪臭対策

の事例集～」を平成２年５月に改訂した。 

・悪臭防止法に基づく特定悪臭物質の測定方法について、近年の測定技術の進展や測定機

器の普及状況を踏まえ、アンモニアのイオンクロマトグラフ法（平成 30 年６月）、ア

ルデヒド類の HPLC 法（平成 30 年９月）、イソブタノール等６物質を一斉分析するた

めの GC-MS 法等（令和２年１月）を追加した。 

・平成 18 年度から令和２年度まで「みどり香るまちづくり企画コンテスト」を実施し、

優れた企画を表彰して、その企画に必要な樹木等を提供することにより、良好な香り環

境の創出の実現を支援した。（再掲） 

【暑熱関係】 

・人が感じる暑さについての科学的な情報や効果的な暑さ対策の実施方法等を紹介する

「まちなかの暑さ対策ガイドライン（平成 28 年度公表、平成 29 年度改訂）」の周知を

通じ、地方公共団体等によるまちなかの暑さ対策の取組を支援している。（再掲） 

・近年の地球温暖化やヒートアイランド現象等に伴う熱中症発生増加に対応するため、熱

中症予防情報サイト（環境省 HP）上で全国 840 地点の暑さ指数（WBGT：湿球黒球温

度）の実況値や予測値等を公開している。（再掲） 

・熱中症の危険性が特に高まる暑熱環境が予測される場合に、新たに暑さへの「気づき」
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を呼びかけ、国民の熱中症予防行動の定着を図るため、WBGT 予測値に基づき発表す

る熱中症警戒アラートを気象庁と合同で実施。令和２年夏に関東甲信地方で先行試行

し、令和３年４月より全国での運用を開始した。（再掲） 

【光害関係】 

・屋外照明の適正化等により良好な光環境の形成を図るとともに地球温暖化防止に資す

ることを目的として策定した「光害対策ガイドライン」について、近年の LED 照明の

急速な普及による光環境の動向や LED 照明の特性等の内容を盛り込んだ改定を令和

３年３月に行った。（再掲） 

・光害や大気汚染等に気づき、環境保全の重要性について関心を深めていただくことに加

え、良好な大気環境や美しい星空を地域資源（観光や教育）として活用していただくこ

とを目指し、平成 30 年から夏と冬の２回、星空観察（肉眼による観察とデジタルカメ

ラによる夜空の明るさ調査）を呼びかけ、結果を取りまとめて公表している。（再掲） 

・令和２年度政策評価書（目標３－２ 大気生活環境の保全）のデータを更新のうえ該当

箇所抜粋 

 

【進捗度合い】 
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進展が大きくない。 

 

【判断根拠】 

○騒音に係る環境基準の達成状況は、各年度での測定件数の違い等を考慮する必要があ

るものの、近年は緩やかな改善傾向にあり、令和２年度の環境基準の達成状況は 89.5％

となっている。 

○自動車騒音について、道路に面する地域における令和２年度の環境基準の達成状況は

94.4%となっている。 

○航空機騒音については、各年度での測定件数の違い等を考慮する必要があるものの、近

年は緩やかな改善傾向にあり、令和２年度の環境基準の達成状況は 89.3%となってい

る。 

○新幹線鉄道騒音については、各年度での測定件数の違い等を考慮する必要があるもの

の、近年は緩やかな改善傾向にあり、令和２年度の環境基準の達成状況は 60.8%となっ

ている。 

○振動に関する苦情件数は、近年横ばい傾向にあり、令和２年度は前年より増加した。 

○悪臭に関する苦情件数は、14 年連続で減少傾向であったが、平成 30 年度以降増加に

転じている。 

※平成 16 年度から平成 30 年度の苦情件数については、苦情発生年度に苦情処理が完結

しなかったものについて、翌年度の苦情件数にも含めて集計を行っていたが、令和元年

度の集計においては当該年度発生分のみを集計している。実績値で減少しているよう

に見て取れるが、実際は増加している。 

○ヒートアイランド対策については、熱中症予防情報サイトのアクセス数は前年度に比

べ、大幅に増加した。 

 

【施策の分析】 

○騒音に係る環境基準の達成状況は、近年、緩やかに改善しているが、ここ数年間はおお

むね横ばいとなっている。引き続き目標達成に向けた取り組みが必要である。 

○自動車騒音に係る環境基準の達成状況は、令和２年度は 94.4%であるが、目標達成に向

け、今後の傾向について引き続き注視していく必要がある。 

○航空機騒音に係る環境基準の達成状況は、令和２年度は民間空港で 89.5%、自衛隊等専

用の飛行場（共用空港を含む）で 89.1%であった。全体では 89.3%であり、近年、緩や

かに改善している。特に自衛隊等専用の飛行場（共用空港を含む）が改善傾向にある

が、運航機種や本数等は時期や年度によって異なることから、今後の傾向について引き

続き注視していく必要がある。 

○新幹線鉄道騒音に係る環境基準の達成状況は、令和２年度は 60.3%であり、近年、緩や

かな改善傾向である。発生源対策は鉄道事業者等により取り組まれているが、土地利用
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対策が十分に進んでいないことが考えられることから、今後の傾向について引き続き

注視していく必要がある。 

○振動に関する苦情件数は、昨年より増加しており、引き続き苦情件数の減少に向けた取

り組みが必要である。 

○悪臭に関する苦情件数は、14 年連続で減少傾向であったが、平成 30 年度以降増加に

転じている。典型 7 公害の中で上位の件数になっているため、引き続き苦情件数の減

少に向けた取り組みが必要である。 

○光害対策については、平成 30 年から収集している夜空の明るさデータを、大気環境保

全に関する新たな数値とするため、今後も継続したデータ収集を行う。 

○ヒートアイランド対策については、サイトのアクセス数は令和２年度大幅に増加して

いる。近年の熱中症救急搬送者数等が高い水準であることから、引き続き熱中症予防情

報サイト上において情報提供を行っていく必要があると同時に、今後アクセス数が増

加するよう取り組みが必要である。 

施策の評価指標 ・騒音に係る環境基準達成状況 

・自動車騒音に係る環境基準達成状況 

・航空機騒音に係る環境基準達成状況 

・新幹線鉄道騒音に係る環境基準達成状況 

他施策との連携状

況 

（地域循環共生圏の創造） 

・地域の環境資源を活用した地域経済の活性化及び環境保全を推進

（再掲） 

課題及び今後の 

取組方針 

○環境省と気象庁が令和 3 年に全国で運用を開始した、熱中症警戒

アラートについて効果の検証を行うとともに、発表の基となる暑

さ指数の測定精度の向上、熱中症予防情報の効果的な発信の検討

を行う。加えて、暑熱環境対策のため、まちなかの暑さ対策ガイ

ドラインのアップデートを検討する。（再掲） 

○感覚環境は騒音や振動、悪臭といった苦情に結び付くことが多く、

良好な感覚環境に目が向きにくい。また、健康面でのエビデンス

も十分ではないので、地域における先駆的な取組を支援し、デー

タ収集に努め、地域活動に根付く快適な感覚環境の創出を推進す

る。（再掲） 

○環境基準の達成や沿道騒音に係る苦情件数の改善という目標を達

成するための総合的な騒音低減対策を検討する。 

 

支える/体系分類名 ４．環境リスクの管理 

支える/体系項目名 （１）水・大気・土壌の環境保全（大気関係） 

④アスベスト飛散防止対策の推進・強化 
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アスベスト飛散防止対策を強化するため、大気汚染防止法に基づく事前調査の徹底、

解体等工事の発注者・施工業者等への普及啓発等を進めるとともに、特定建築材料以外

のアスベスト含有建材の除去に係る対策等の課題について検討を進める。 

 

関係部局 ・環境省水・大気環境局（大気環境課） 

（取組の進捗状況）  

・アスベストによる健康被害を防止する観点から、総務省の行政評価においても、石綿飛

散防止の改善に資する勧告がなされた（平成 28 年５月）こと等から、規制対象を全て

の建材に広げること、事前調査の信頼性の確保等、規制を強化する大気汚染防止法の一

部を改正する法律が第 201 回国会で可決・成立し（令和２年６月５日公布）、一部の規

定を除き施行された（令和３年４月１日施行）。 

・令和２年度政策評価書（目標３－１ 大気環境の保全（酸性雨・黄砂対策を含む。））の

データを更新のうえ該当箇所抜粋 

 

【進捗度合い】 

 相当程度進捗あり 

【判断根拠】 

○建築物解体現場等 45 地点において石綿による大気汚染の状況を調査したが、石綿濃度

が 10 本/L を超えた地点はなかった。 

 

【施策の分析】 

○アスベスト大気濃度調査については、いずれの地点でも石綿濃度が目標値の 10 本/L 未

満であった。今後も引き続き排出源である解体等工事の飛散防止に努めるとともに、モ

ニタリングを継続する。 

・併せて、「令和３年度環境白書第２部第４章第７節 大気環境の保全」を参照 

施策の評価指標 （建築物解体現場等 45 地点における石綿濃度が 10 本/L 未満で検

出された地点数の割合）（再掲） 

 

他施策との連携状

況 

・良好な大気環境の確保と一体的に推進 

 

課題及び今後の 

取組方針 

○ 石綿飛散防止に係る大気汚染防止法改正の円滑な施行に向けて

のマニュアルを作成し、改正内容等に係る周知・普及啓発及び事

前調査結果の電子報告システムの周知・利便性向上、事前調査等

を行う一定の知見を有する者の育成、事前調査結果の電子報告シ
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ステムの周知構築等に取り組む。（再掲） 

 

 

支える/体系分類名 ６．東日本大震災からの復興・創生及び今後の大規模災害発災時

の対応 

支える/体系項目名 （２）自然災害への対応 

②被災地の環境保全対策等 （大気・騒音振動部会担当箇所抜粋） 

災害時のアスベストの飛散を防止するため、平常時における石綿使用建築物の把握や

周辺住民等への注意喚起、災害時における応急措置や環境モニタリングなどが行われる

よう周知徹底を図る。 

また、災害廃棄物の害虫・悪臭対策や避難所における仮設トイレ等の臭気対策につい

て情報提供を行うとともに、必要に応じて専門家の派遣を実施し、悪臭原因の把握、制

御方法についての助言・指導等を行う。 

 

関係部局 ・環境省水・大気環境局（大気環境課、大気生活環境室） 

 

（取組の進捗状況）  

・アスベストによる健康被害を防止する観点から、総務省の行政評価においても、石綿飛

散防止の改善に資する勧告がなされた（平成 28 年５月）こと等から、平成 29 年度に

おいて、平常時における石綿使用建築物の把握の内容を含む、災害時における石綿飛散

防止に係る取扱いマニュアルを改訂した。また、大気汚染防止法の一部を改正する法律

（令和２年６月５日公布）において、国や都道府県等が、情報の提供や知識の普及によ

り、建築物等の所有者等による平時からの建築物等への特定建築材料の使用状況の把

握を後押しする規定を設けた。 

・災害時における環境モニタリングに関しては、アスベストモニタリングマニュアル改

訂に係る検討会にて、本事項を追記することで検討を行っている。 

・被災地方公共団体から要望があれば国が災害時におけるアスベストモニタリングを行

っている。 

・災害が発生して災害廃棄物の仮置き場が設置された際には、被災地方公共団体に対し、

災害廃棄物に起因する害虫や悪臭による日常生活圏への影響を低減する方法や専門機

関（D.Waste-Net の関係団体）の相談窓口等について事務連絡で迅速に周知を行った。

また、令和元年８月の大雨被害の際には、専門家を派遣して現地調査及び消臭実験を実

施し、町への助言等を行った。 

 

【進捗度合い】 

課題に対して必要となる対策を迅速に講じるなど、一定の進展があった。 
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【判断根拠】 

○災害の発生時に害虫・悪臭対策について迅速に周知するとともに、必要に応じて専門家

を派遣するなどの対策を講じた。 

 

【施策の分析】 

○課題に対して必要な対策を迅速に講じており、引き続き専門家とも連携しながら対応

していく必要がある。 

 

施策の評価指標 なし 

他施策との連携状

況 

良好な大気環境の確保と一体的に推進 

課題及び今後の 

取組方針 

○ 建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを把握する

ために必要な情報の収集、及び提供を行う。 

○ 改正大防法の円滑な施行に向けてマニュアル類の改訂を行う。 

 

 

（３）全体評価と課題 

・大気環境基準について、全体として成果を上げている。 

・一方で、環境基準の達成状況について、光化学オキシダントなどで十分な達成状況に至

っておらず、光化学オキシダント対策ワーキングプランを踏まえ対策を推進する必要が

ある。また、騒音についても改善傾向が見られるものの、環境基準達成率の更なる向上

のために引き続き取組が必要である。 

・熱中症対策については、引き続き熱中症予防サイトのアクセス数増加に向けて取組等を

進める 

 

（４）今後の取組方針 

各シート中の「課題及び今後の取組方針」のとおり。 

 

なお、熱中症対策においては、環境保健部会においても点検を行っており、環境保健部

会の点検結果については参考資料８参照。 
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Ⅴ おわりに 

 今回の環境基本計画の点検結果を踏まえて、環境基本計画のメインメッセージである

「環境・経済・社会の統合的向上の具体化」等をより一層図るため、引き続き、環境基本

計画に位置付けられた施策を進めていくとともに、今回の点検を通して明らかになった諸

課題について検討を行い、各主体とのより一層の協力を推進し、環境基本計画における他

の重点戦略との密接な連携を図っていくこととする。 



良好な大気環境の確保に係る施策の状況
ー大気汚染防止に係る施策ー

令和３年9月10日
水・大気環境局 大気環境課

参考資料１
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一般大気の環境基準達成状況
○ 我が国の大気汚染の状況は、全体としては改善の傾向にあるものの、PM2.5や光化学オキシダントについては、

環境基準の達成率向上が課題。
○ PM2.5について環境基準とは別に「注意喚起のための暫定的な指針」を平成25年に策定。暫定指針値（日平均値

70 µg/m3）を超えると予想される場合に、都道府県等が注意喚起を実施（令和元年度の注意喚起実施件数０件）。
○ 中央環境審議会微小粒子状物質等専門委員会において、モニタリング体制や科学的知見の充実を図りつつ、共通

する課題が多いPM2.5と光化学オキシダント対策を併せて、総合的な対策を検討・実施。

令和元年度における環境基準達成率※１

※１ 括弧内は平成30年度における環境基準達成率
※２ 一般環境大気測定局：住宅地を対象
※３ 自動車排出ガス測定局：道路沿道を対象

一般局※２ 自排局※３

微小粒子状物質 (PM2.5)
98.7%
(93.5%)

98.3%
(93.1%)

光化学オキシダント (Ox)
0.2%
(0.1%)

0%
(0%)

二酸化窒素 (NO2)
100%
(100%)

100%
(99.7%)

浮遊粒子状物質 (SPM)
100%
(99.8%)

100%
(100%)

二酸化硫黄 (SO2)
99.8%
(99.9%)

100%
(100%)

一酸化炭素 (CO)
100%
(100%)

100%
(100%)

PM2.5濃度の年平均値及び環境基準達成率の推移
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・改正大防法の円滑な施行に向けてマニュアル類の改訂を行うとともに、事前調査等を行う一定の
知見を有する者の育成、事前調査結果の電子報告システムの構築等の対応を進める。

・制度改正の内容等について、都道府県等、解体等工事の発注者、受注者等に対し普及啓発を図る。

重点取組事項① ～アスベスト対策～

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法を改正した。一部を
除き本年４月から施行され、その円滑な施行に向けて取り組んでいる。

○法改正後（改正事項）
・全ての石綿含有建材に拡大
・石綿の有無に関わらず調査結果を都道府県に報告
・隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場

合等の直接罰の創設
・作業結果の発注者への報告の義務付け

作業記録の作成・保存の義務付け

○法改正前（課題）
・石綿含有成形板等の不適切な除去による石綿の飛散
・不適切な事前調査による石綿含有建材の見落とし
・短期間工事において命令を行う前に工事が終了

・不適切な作業による石綿含有建材の取り残し

事前調査結果の電子報告等システム整備

アスベスト対策の概要について

今後の対応

制度改正内容の普及啓発（動画、チラシなど）
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重点取組事項② ～光化学オキシダントの検討状況～

○光化学オキシダントは昭和48年に人健康影響の観点から環境基準が設定された。大気中の反応により二次生成されること
が知られている。

○前駆物質対策として、大気汚染防止法を改正し、平成17年度より揮発性有機化合物について固定発生源規制を導入し、
平成22年度には平成12年度比で3割削減を実現。

○光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するための指標※によると、平成18～20年度頃から域内最高値は
低下傾向にあったが、近年はほぼ横ばいで推移している。
※光化学オキシダント濃度８時間値の日最高値の年間99パーセンタイル値の３年平均値

○光化学オキシダントの環境基準達成率はほぼ０％と依然として極めて低い。
○光化学オキシダントの主成分であるオゾンは、単寿命気候強制因子(SLCFs)の一種であるほか、植物の生育に悪影響を及ぼ

し植物による二酸化炭素吸収を阻害するため、気候変動という観点でも影響が懸念されている。

○光化学オキシダントに係る健康影響及び評価方法の再評価、植物影響に関する科学的知見の収集及び環境基準の設定の検討
○温室効果影響も含めた前駆物質（NOx、VOC）排出抑制対策効果の検証
○温室効果も含めた光化学オキシダント対策の検討及び削減シナリオの策定

大気環境の改善及び気候変動対策といった両方の側面から、国内における光化学オキシダントの削減が急務

光化学オキシダントの概要について

現在の進捗状況について

今後の対応
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○ 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質及び優先取組物質の見直し
中環審の答申において他の化学物質関連施策との整合性を図りつつ定期的に見直すことが必要とされており、前回の見直し
から10年が経過することから、物質の有害性や大気中における検出状況等の最新の科学的知見等を踏まえて見直しを検討す
る。

○ 優先取組物質の排出抑制対策
地方公共団体との連携により有害大気汚染物質による大気汚染状況を把握し、環境目標値を設定するとともに対策を推進す
る。

重点取組事項③ ～有害大気汚染物質対策～

○ 有害大気汚染物質とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの
であり、平成８年の大気汚染防止法改正により対策が制度化。

○ 有害大気汚染物質の大気への排出・飛散の抑制については、事業者の責務として、排出抑制の措置と排出状況の把握が規
定されている。

○ 中央環境審議会の答申において示されている「優先取組物質※」のうち、塩化メチルとアセトアルデヒドについては
令和２年８月に指針値を新たに設定し、トリクロロエチレンについては平成30年11月に環境基準の見直しを行った。

※優先取組物質：23物質（今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第９次答申（平成22年10月））、下線は環境目標値が設定されている物質）

○ 環境省及び地方公共団体において有害大気汚染物質モニタリングを行っているが、令和元年度の測定結果は環境目標値を
おおむね達成していた。

今後の対応

アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロム及び三価クロム化合物、六価クロム化合物、クロロホルム、酸化エチレン、
1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、水銀及びその化合物＊、ダイオキシン類、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、トルエン、ニッケル化合物、
ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゼン、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、マンガン及びその化合物
＊水銀及びその化合物は、現在は有害大気汚染物質から除外され別途規制対象となっている。

有害大気汚染物質対策の概要について

現在の進捗状況について
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（参考資料）国際協力の状況

●バイの枠組み
○ 中国・インドネシアでの政府間・都市間の連携を通じ、日本の

地方自治体や産業界が有する知見・ノウハウを共有・活用
○ 中国・インドネシア・モンゴル等において、モデル実証（水な

し印刷技術、暖房用石炭炊きボイラの燃料転換、生地仕上げ乾
燥設備の燃料転換等）、コベネフィット（環境汚染物質と温室
効果ガスの同時削減対策）効果の定量評価、コベネフィットガ
イドラインの作成、研修によるキャパシティー・ビルディング
等を実施。

●マルチの枠組み
○ 日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）の下、

大気に関する政策対話や黄砂共同研究ワーキン
ググループを開催し、日中韓の対策やモニタリ
ング等に係る情報共有・共同研究・技術協力を
実施。令和元年11月のTEMM21において、こ
れまでの活動成果を含む「大気汚染対策に係る
日中韓政策レポート」が報告されるとともに、
次期共同行動計画（2020-2024）に向けた新
たな優先分野の設定に合意し、共同コミュニケ
を採択。

○ 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
（EANET）について、対象を酸性雨から大気
汚染に拡大すること、新たな予算執行の仕組み
の導入等が新たな中期計画（2021－2025年）
に盛り込まれた。今後EANETを中核的な取組
と位置づけ、他の取組とのシナジーを高める。

○ 環境と人に優しい交通を実現するため、アジア
25ヵ国及び国際機関のハイレベルによる政策対
話会合としてアジアEST（環境的に持続可能な
交通）地域フォーラムを開催。本年度は10月に
日本開催予定。

【アジアの大気汚染問題への対応】

東アジア酸性雨モニタリングネット
ワーク（Acid Deposition 
Monitoring Network in East 
Asia (EANET)）の参加国

アジアEST（Environmentally  
Sustainable  Transport ）地域
フォーラムの参加国と会合開催地



良好な大気環境の確保に係る施策の状況
ー今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第１４次答申）ー

2021年９月１０日

環境省 水・大気環境局 総務課環境管理技術室

参考資料２



中央環境審議会大気・騒音振動部会自動車排出ガス専門委員会での検討結果を踏まえ
令和２年８月20日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされた。

今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十四次答申）のポイント

1

(1) 自動車から排出されるPM（粒子状物質）低減対策

・PMの粒子数を制限する規制を新たに導入
（PN規制：Particle Number規制）
※現行はPMの質量規制のみ

(2) 特殊自動車（ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等）の排出ガス低減対策

・使用実態を考慮した過渡モード試験を追加
※現行は試験条件が簡易的な定常モード試験

・規制値（許容限度目標値）を強化

種別 許容限度目標値 適用開始時期

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ重量 6.0×1011 個/kWh 令和５年末まで

ｶﾞｿﾘﾝ乗用
（直噴）

6.0×1011 個/km 令和６年末まで

種別 許容限度目標値 適用開始時期

ｶﾞｿﾘﾝ･LPG特殊
CO 15.0 g/kWh

令和６年末までHC 0.6 g/kWh

NOx 0.3 g/kWh

答申のポイント

定格出力
19kW以上560kW未満

＜新基準（抜粋）＞

(3) 乗用車等の排出ガス試験方法の国際調和

・出力の小さい車両の試験法の調和
※一般的な乗用車等の試験法は調和済み

①PM低減対策（PN規制の導入）

②特殊自動車の低減対策
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種別 燃料 許容限度目標値 試験法(試験ﾓｰﾄﾞ) 適用開始時期

乗用

ガソリン※1

軽油 6.0×1011個/km WLTC※2

（３フェーズ） 令和５年末まで
（軽油を燃料とする自動車）

令和６年末まで
（ガソリンを燃料とする自動車）

ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス

軽貨物自動車

軽量車
（GVW≦1.7ｔ）

中量車
（1.7ｔ＜GVW≦3.5ｔ）

重量車
（3.5ｔ＜GVW）

軽油
6.0×1011個/kWh WHTC※3

8.0×1011個/kWh WHSC※4

ガソリン※1 6.0×1011個/kWh JE05※5

※1：直接噴射式に限る。
※2：WLTC（Worldwide Light duty Test Cycle） 乗用車等用の国際調和試験サイクル
※3：WHTC（Worldwide Harmonized Transient Cycle） ディーゼル重量車用の国際調和過渡試験サイクル
※4：WHSC（Worldwide Harmonized Steady state Cycle) ディーゼル重量車用の国際調和定常試験サイクル
※5：日本の走行実態から作成したガソリン重量車用過渡試験法

１．自動車から排出されるPM（粒子状物質）低減対策

・測定感度の限界から現行のPM質量規制を強化することは困難であるため、さらなる
PM低減のためにはPM質量と相関があり、より高感度な計測が可能なPM粒子数（PN）
の規制を導入することが適当である。

・PM2.5の環境基準については未だ未達成の地点がある状況を踏まえ、PN規制の許容限度
目標値は技術的に実現可能な限り厳しい値とし、可能な限り早い時期に適用することが
適当であり、国内外の技術開発動向や自動車メーカーにおける技術開発期間等を考慮し
以下の表の通りとする。



質量法

粒子数計測法（PN計測法）

PN計測器

PM捕集装置

フィルター

（参考）PM測定法について

自動車からの
排出ガスをサンプリング

電子天秤

粒子数カウンタ
出典元：TSI社Webinar資料から引用

従来の手法

今回導入する手法

➢ フィルターに捕集した粒子の質量を天秤で測定

➢ レーザーを用いて粒子の個数を計測

3



日本
（2018年基準）

欧州
（2017年基準）

米国
（2020年基準）

ガソリン車

排出ガス
規制値

PM
（米以外:g/km

米:g/mile）
0.005(直噴) 0.0045(直噴)

0.003～0.01※

(2025より0.001導入)

PN
（個/km） － 6.0×1011(直噴) －

ディーゼル車

排出ガス
規制値

PM
（米以外:g/km

米:g/mile）
0.005 0.0045 0.003～0.01※

(2025より0.001導入)

PN
（個/km） － 6.0×1011 －

4

試験法

G/D共通 G/D共通 G/D共通
WLTP

（Ex-Highを除く3フェーズ）
WLTP

（Ex-Highを含む4フェーズ） 独自試験法

Ex-High

※:複数の規制値とモデルイヤー毎のPM基準適合車両の販売割合を定めており、メーカーはこの割合に従い、各基準値に適合した車両を販売する必要がある。
（注）欧州では、ディーゼル車は2011年、ガソリン直噴車は2014年よりPM粒子数（PN）による規制を開始

（参考）海外におけるPN規制の動向

各国のPM規制の比較（乗用～中量車）



２．特殊自動車（ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等）の排出ガス低減対策

種別 燃料 許容限度目標値 試験法(試験ﾓｰﾄﾞ) 適用開始時期

特殊自動車
(定格出力 19kW以上560kW未満)

ガソリン
LPG

CO 15.0 g/kWh
過渡：LSI-NRTC※ 及び
定常：7モード又は7M-RMC

令和６年末までHC 0.6 g/kWh

NOx 0.3 g/kWh
※ LSI-NRTC：Large Spark Ignition engines Non-Road Transient Cycle

ガソリン・LPG特殊自動車の使用実態から作成したガソリン・LPG特殊自動車用の試験法。
米：定格出力19kW超560kW未満、欧：定格出力19kW超56kW未満で採用

・ガソリン・LPG特殊自動車規制については定常モードであるC2モード（7モード）が採用
されているが、使用実態に見合った排出ガス低減対策を適切に評価するため、欧米で使用
されている過渡モードであるLSI-NRTCを導入することが適当である。

・LSI-NRTCよりも7モードのほうが排出量の大きいエンジンもあったことから、7モードに
ついても採用を継続し、７モードと同等のサイクルである7M-RMCと選択制とする。

・国内外の技術開発動向や自動車メーカーにおける技術開発期間等を考慮し以下の
許容限度目標値及び適用開始時期とすることが適当である。

・上記に合わせて、他の車種と同様、ブローバイガス大気開放を禁止することが適当である。

試験法
LSI-NRTC 7モード 7M-RMC

5



PMR※1 Class

34＜PMR

22＜PMR≦34

PMR≦22

6※1 PMR：Power to Mass Ratio（W/kg）

第十四次答申
【採用するサイクル】
・Class2：L2＋M2+H2（Ex-highは除外※2）
・Class1：L1＋M1+L1

【許容限度目標値】
Class3a,b（現行）と同じ値

【適用開始時期】
我が国におけるUNR-WLTPの採択の時期
に合わせて適用

第十二次答申で採用済

・国連では、世界技術規則（GTR15）を基に、WLTPに関する国連規則（UNR-WLTP）を策定中
・UNR-WLTPに調和し相互承認を可能とするためには、Class1及びClass2の試験サイクルの導入が必要
・我が国においてClass1及びClass2の該当車両がほとんどない（国内環境への影響は限定的）

相互承認を可能とするため、 Class1及びClass2の試験サイクルを導入し、下表のとおりUNR-WLTP と同様
のPMR（W/kg）や最高車速（km/ｈ）に応じた試験サイクルを適用する。

３．乗用車等の排出ガス試験方法の国際調和

導入の背景

検討結果

UNR-WLTPのクラス分け及び試験サイクル

※2 加盟国のニーズにより除外できる。
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